
　毎
週
火
・
金
曜
日
発
行
（
当
日
が
休
日
に
当
た
る
と
き
は
、
休
日
の
翌
日
） 

         

　
　
　
　
　
　
　目

　
　次

　
　

 
 

　告

　示 

○
大
規
模
小
売
店
舗
立
地
法
附
則
第
五
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
変
更
の
届
出
が 

　あ
っ
た
件                                                                 

一
七
九 

○
計
量
器
の
定
期
検
査
を
実
施
す
る
件                                             

一
七
九 

○
土
地
改
良
区
の
定
款
の
変
更
を
認
可
し
た
件
二
件                                   

一
八
〇 

○
土
地
改
良
事
業
計
画
を
変
更
す
る
こ
と
を
認
可
し
た
件                               

一
八
〇 

○
保
安
林
の
指
定
を
す
る
予
定
で
あ
る
旨
通
知
が
あ
っ
た
件                             

一
八
〇 

○
保
安
林
の
指
定
施
業
要
件
を
変
更
し
た
旨
の
通
知
を
す
る
森
林
所
有
者
等
の
所 

　在
が
不
分
明
で
あ
る
た
め
当
該
通
知
の
内
容
を
掲
示
し
た
件
二
件                       

一
八
一 

○
道
路
の
区
域
を
変
更
す
る
件                                                   

一
八
一 

○
道
路
の
供
用
を
開
始
す
る
件                                                   

一
八
一 

　公

　告 

○
落
札
者
を
決
定
し
た
件                                                       

一
八
二 

 

　
　
　
　
　
　
　
　

 

告

　
　示 

　
　
　
　
　
　
　
　

 
 

福
島
県
告
示
第
二
百
八
十
四
号 

　大
規
模
小
売
店
舗
立
地
法
（
平
成
十
年
法
律
第
九
十
一
号
。
以
下
「
法
」
と
い
う
。
）
附
則
第
五
条

第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
大
規
模
小
売
店
舗
に
つ
い
て
次
の
と
お
り
変
更
の
届
出
が
あ
っ
た
。
な
お
、

当
該
届
出
及
び
法
第
六
条
第
三
項
に
お
い
て
準
用
す
る
同
法
第
五
条
第
二
項
に
規
定
す
る
添
付
書
類
を

令
和
五
年
四
月
七
日
か
ら
同
年
八
月
七
日
ま
で
福
島
県
商
工
労
働
部
産
業
振
興
総
室
商
業
ま
ち
づ
く
り

課
、
福
島
県
県
北
地
方
振
興
局
企
画
商
工
部
地
域
づ
く
り
・
商
工
労
政
課
及
び
福
島
市
総
務
部
総
務
課

市
民
情
報
室
に
備
え
置
い
て
縦
覧
に
供
す
る
。 

　
　令
和
五
年
四
月
七
日 

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　福
島
県
知
事

　内

　堀

　雅

　雄 

一

　大
規
模
小
売
店
舗
の
名
称
及
び
所
在
地 

み
や
ぎ
生
活
協
同
組
合
ふ
く
し
ま
笹
谷
店

　福
島
県
福
島
市
笹
谷
字
中
谷
地
十
四
番
地
一 

二

　変
更
し
よ
う
と
す
る
事
項 

１

　大
規
模
小
売
店
舗
に
お
い
て
小
売
業
を
行
う
者
の
開
店
時
刻
及
び
閉
店
時
刻 

（
変
更
前
）
午
前
十
時
か
ら
午
後
九
時
五
十
分
ま
で

　

 

（
変
更
後
）
午
前
九
時
か
ら
午
後
九
時
五
十
分
ま
で 

２

　来
客
が
駐
車
場
を
利
用
す
る
こ
と
が
で
き
る
時
間
帯 

（
変
更
前
）
午
前
九
時
三
十
分
か
ら
午
後
十
時
ま
で 

（
変
更
後
）
午
前
八
時
三
十
分
か
ら
午
後
十
時
ま
で 

三

　変
更
し
よ
う
と
す
る
年
月
日 

令
和
五
年
三
月
二
十
三
日 

四

　届
出
年
月
日 

令
和
五
年
三
月
二
十
二
日 

五

　届
出
を
し
た
者 

み
や
ぎ
生
活
協
同
組
合 

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　（
商
業
ま
ち
づ
く
り
課
） 

　
　
　
　
　
　

　
　
　
　
　
　

福
島
県
告
示
第
二
百
八
十
五
号 

　計
量
法
（
平
成
四
年
法
律
第
五
十
一
号
）
第
十
九
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
特
定
計
量
器
の
定
期

検
査
を
次
の
と
お
り
実
施
す
る
。 

　
　令
和
五
年
四
月
七
日 

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　福
島
県
知
事

　内

　堀

　雅

　雄 

一

　計
量
法
第
二
十
一
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
、
知
事
が
指
定
し
た
場
所
で
実
施
す
る
検
査 

検
査
区
域

対
象
と
な
る
特
定
計
量
器

検
査
の
期
日
及
び
時
間

検

　査

　場

　所

伊
達
郡
桑
折
町 

非
自
動
は
か
り
（
計
量
法 

五
月
一
〇
日 

桑
折
町
役
場 

 

施
行
令
（
平
成
五
年
政
令 

午
前
一
〇
時
か
ら 

第
三
二
九
号
）
第
五
条
第 

午
前
一
二
時
ま
で

一
号
又
は
第
二
号
に
掲
げ 

同

　郡
国
見
町 

る
も
の
を
除
く
。
以
下
同 

同 

国
見
町
観
月
台
文 

 

じ
。
）
、
分
銅
及
び
お
も 

午
後
二
時
か
ら 

化
セ
ン
タ
ー 

り 

午
後
四
時
ま
で

同

　郡
川
俣
町 

五
月
一
一
日 

川
俣
町
中
央
公
民 

午
前
一
〇
時
か
ら 

館 

午
前
一
二
時
ま
で

伊
達
市 

五
月
一
六
日 

ふ
る
さ
と
ふ
れ
あ 

午
前
一
〇
時
か
ら 

い
ホ
ー
ル 

─────────────────────────────────────────────────────────── 
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午
前
一
一
時
ま
で

同 

伊
達
市
役
所
霊
山 

午
後
一
時
三
〇
分
か
ら 

総
合
支
所 

午
後
三
時
三
〇
分
ま
で

五
月
一
七
日 

保
原
体
育
館 

午
前
一
〇
時
か
ら 

午
前
一
二
時
ま
で 

午
後
一
時
か
ら 

午
後
三
時
三
〇
分
ま
で

五
月
一
八
日 

梁
川
中
央
交
流
館 

午
前
一
〇
時
か
ら 

午
前
一
二
時
ま
で 

午
後
一
時
か
ら 

午
後
三
時
ま
で

五
月
一
九
日 

伊
達
ふ
れ
あ
い
セ 

午
前
一
〇
時
か
ら 

ン
タ
ー 

午
前
一
二
時
ま
で

右
に
掲
げ
る
市 

右
の
特
定
計
量
器
で
、
右 

五
月
二
二
日
か
ら
六
月
二 

福
島
県
計
量
検
定 

町 

の
検
査
を
受
け
な
か
っ
た 

一
日
ま
で
（
土
曜
日
及
び 
所 

も
の 

日
曜
日
を
除
く
。
） 

午
前
九
時
か
ら 

午
前
一
一
時
三
〇
分
ま 

で 午
後
一
時
か
ら 

午
後
三
時
ま
で

二

　特
定
計
量
器
検
定
検
査
規
則
（
平
成
五
年
通
商
産
業
省
令
第
七
十
号
）
第
三
十
九
条
第
一
項
に
規

定
す
る
検
査
場
所
で
実
施
す
る
検
査 

検

　査

　区

　域

対
象
と
な
る
特
定
計
量
器

検

　査

　の

　期

　日

伊
達
市
、
伊
達
郡
桑
折 

非
自
動
は
か
り
、
分
銅
及
び
お
も
り 

一
〇
月
二
日
か
ら
一
二
月
二 

町
、
同
郡
国
見
町
及
び 

二
日
ま
で
（
土
曜
日
、
日
曜 

同
郡
川
俣
町

日
及
び
祝
日
を
除
く
。
）

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　（
計
量
検
定
所
） 

　
　
　
　
　
　

　
　
　
　
　
　

福
島
県
告
示
第
二
百
八
十
六
号 

　土
地
改
良
法
（
昭
和
二
十
四
年
法
律
第
百
九
十
五
号
）
第
三
十
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
、
南
会
津

町
土
地
改
良
区
か
ら
令
和
五
年
二
月
十
四
日
付
け
で
申
請
の
あ
っ
た
定
款
の
変
更
に
つ
い
て
、
同
年
三

月
三
十
日
認
可
し
た
。 

令
和
五
年
四
月
七
日 

福
島
県
知
事

　内

　堀

　雅

　雄 

（
農
村
計
画
課
） 

　
　
　
　
　
　

　
　
　
　
　
　

福
島
県
告
示
第
二
百
八
十
七
号 

　土
地
改
良
法
（
昭
和
二
十
四
年
法
律
第
百
九
十
五
号
）
第
三
十
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
、
中
島
村

土
地
改
良
区
か
ら
令
和
五
年
三
月
二
十
七
日
付
け
で
申
請
の
あ
っ
た
定
款
の
変
更
に
つ
い
て
、
同
月
三

十
日
認
可
し
た
。 

令
和
五
年
四
月
七
日 

福
島
県
知
事

　内

　堀

　雅

　雄 

（
農
村
計
画
課
） 

　
　
　
　
　
　

　
　
　
　
　
　

福
島
県
告
示
第
二
百
八
十
八
号 

　土
地
改
良
法
（
昭
和
二
十
四
年
法
律
第
百
九
十
五
号
）
第
四
十
八
条
第
九
項
で
準
用
す
る
同
法
第
十

条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
南
会
津
町
土
地
改
良
区
が
南
会
津
地
区
維
持
管
理
事
業
に
係
る
土
地
改
良

事
業
計
画
を
変
更
す
る
こ
と
に
つ
い
て
、
令
和
五
年
三
月
二
十
九
日
認
可
し
た
。 

令
和
五
年
四
月
七
日 

福
島
県
知
事

　内

　堀

　雅

　雄 

（
農
村
計
画
課
） 

　
　
　
　
　
　

　
　
　
　
　
　

福
島
県
告
示
第
二
百
八
十
九
号 

　森
林
法
（
昭
和
二
十
六
年
法
律
第
二
百
四
十
九
号
）
第
二
十
九
条
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
よ
う
に
保

安
林
の
指
定
を
す
る
予
定
で
あ
る
旨
農
林
水
産
大
臣
か
ら
通
知
が
あ
っ
た
。 

令
和
五
年
四
月
七
日 

福
島
県
知
事

　内

　堀

　雅

　雄 
一

　保
安
林
予
定
森
林
の
所
在
場
所 

大
沼
郡
三
島
町
大
字
川
井
字
上
ミ
原
二
四
一
二
、
二
四
九
〇
、
二
四
九
三
か
ら
二
四
九
五
ま
で
、

二
四
九
六
の
一
か
ら
二
四
九
六
の
五
ま
で
、
二
六
八
五
の
一
、
二
六
八
六
の
一
、
二
六
八
七
か
ら
二

六
八
九
ま
で 

二

　指
定
の
目
的 

土
砂
の
流
出
の
防
備 

三

　指
定
施
業
要
件 
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１

　立
木
の
伐
採
の
方
法 

㈠

　主
伐
は
、
択
伐
に
よ
る
。 

㈡

　主
伐
と
し
て
伐
採
を
す
る
こ
と
が
で
き
る
立
木
は
、
三
島
町
森
林
整
備
計
画
で
定
め
る
標
準

伐
期
齢
以
上
の
も
の
と
す
る
。 

㈢

　間
伐
に
係
る
森
林
は
、
次
の
と
お
り
と
す
る
。 

２

　立
木
の
伐
採
の
限
度 

次
の
と
お
り
と
す
る
。 

　（
「
次
の
と
お
り
」
は
、
省
略
し
、
そ
の
関
係
書
類
を
福
島
県
農
林
水
産
部
森
林
林
業
総
室
森
林
保

全
課
及
び
三
島
町
役
場
に
備
え
置
い
て
縦
覧
に
供
す
る
。
） 

（
森
林
保
全
課
） 

　
　
　
　
　
　

　
　
　
　
　
　

福
島
県
告
示
第
二
百
九
十
号 

　森
林
法
（
昭
和
二
十
六
年
法
律
第
二
百
四
十
九
号
）
第
三
十
三
条
の
三
に
お
い
て
準
用
す
る
同
法
第

三
十
三
条
第
三
項
の
規
定
に
よ
り
、
保
安
林
の
指
定
施
業
要
件
を
変
更
し
た
旨
の
通
知
を
す
る
相
手
方

の
う
ち
次
に
掲
げ
る
者
に
つ
い
て
は
、
そ
の
所
在
が
不
分
明
で
あ
る
た
め
、
同
法
第
百
八
十
九
条
の
規

定
に
よ
り
当
該
通
知
の
内
容
を
金
山
町
役
場
の
掲
示
場
に
掲
示
し
た
。
当
該
通
知
の
内
容
の
要
旨
は
、

次
の
と
お
り
で
あ
る
。 

　
　令
和
五
年
四
月
七
日 

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　福
島
県
知
事

　内

　堀

　雅

　雄 

一

　所
在
の
不
分
明
な
者
の
氏
名 

星
慶
次

　坂
内
忠
市

　角
田
栄
司

　越
尾
幸
一

　小
塩
研
一

　押
部
新
作

　押
部
常
男

　井
草
寅

雄

　齋
藤
義
雄

　齋
藤
勇
一

　斎
藤
勇
一

　斉
藤
一

　山
内
映
雄

　目
黒
一
士

　目
黒
安
日
子

　目

黒
孝
志

　長
谷
川
泰
藏

　栗
城
章
一

　栗
城
茂
太
郎

　栗
城
德
弥

　栗
城
ヨ
ネ

　栗
城
貞
吉

　栗
城

源
助

　栗
城
義
司

　栗
城
清
志

　佐
々
木
清
規

　菅
家
一
夫

　菅
家
榮
子

　菅
家
市
郎

　鈴
木
秀
勇

　渡
部
嘉
一

　渡
部
清
太
郎

　渡
部
利
一

　渡
部
日
出
子

　渡
部
博
之

　須
佐
國
雄

　須
佐
敬
助

　

須
佐
一
雄

　須
佐
ミ
ネ
子

　須
佐
憲
政

　須
佐
正
雄

　須
佐
廣
昭

　野
原
き
よ
い

　高
根
沢
泰

　中

丸
友
伊

　中
丸
常
太
郎

　中
丸
末
雄

　中
丸
孫
三
郎

　中
丸
三
九
郎

　中
丸
與
重
郎

　中
丸
宗
平

　

五
ノ
井
謙
一

　五
ノ
井
廣
吉

　五
ノ
井
勇
喜

　五
ノ
井
勇
喜

　五
ノ
井
勇
喜

　横
田
武

　横
田
智

　

横
田
新

　横
田
武

　横
田
喜
由

　横
田
善
一

　横
田
幸
一

　横
田
瑞
男

　横
田
俊
明

　横
田
俊
郎

　

横
田
勝
士

　横
田
長
久

　横
田
好
雄

　横
田
勇
男 

二

　通
知
の
内
容
の
要
旨 

１

　保
安
林
の
指
定
施
業
要
件
を
変
更
し
た
と
農
林
水
産
大
臣
か
ら
通
知
が
あ
っ
た
こ
と
。 

２

　当
該
変
更
に
係
る
保
安
林
の
所
在
場
所
及
び
変
更
後
の
指
定
施
業
要
件
に
つ
い
て
は
、
保
安
林

の
指
定
施
業
要
件
を
変
更
す
る
件
（
令
和
五
年
農
林
水
産
省
告
示
第
百
三
十
号
）
に
よ
る
こ
と
。 

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　（
森
林
保
全
課
） 

　
　
　
　
　
　

　
　
　
　
　
　

福
島
県
告
示
第
二
百
九
十
一
号 

　森
林
法
（
昭
和
二
十
六
年
法
律
第
二
百
四
十
九
号
）
第
三
十
三
条
の
三
に
お
い
て
準
用
す
る
同
法
第

三
十
三
条
第
三
項
の
規
定
に
よ
り
、
保
安
林
の
指
定
施
業
要
件
を
変
更
し
た
旨
の
通
知
を
す
る
相
手
方

の
う
ち
次
に
掲
げ
る
者
に
つ
い
て
は
、
そ
の
所
在
が
不
分
明
で
あ
る
た
め
、
同
法
第
百
八
十
九
条
の
規

定
に
よ
り
当
該
通
知
の
内
容
を
柳
津
町
役
場
の
掲
示
場
に
掲
示
し
た
。
当
該
通
知
の
内
容
の
要
旨
は
、

次
の
と
お
り
で
あ
る
。 

　
　令
和
五
年
四
月
七
日 

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　福
島
県
知
事

　内

　堀

　雅

　雄 

一

　所
在
の
不
分
明
な
者
の
氏
名 

高
久
学
之
助

　髙
久
吉
兵
衛

　鈴
木
光
好

　五
十
嵐
豊

　齋
藤
留
七

　内
藤
義
晴

　菊
地
庄
意

　

岩
渕
義
次

　佐
藤
銀
三
郎

　芳
賀
留
八

　佐
々
木
金
平

　佐
々
木
吉
平

　伊
藤
豊

　吉
野
要
三

　

 

二

　通
知
の
内
容
の
要
旨 

１

　保
安
林
の
指
定
施
業
要
件
を
変
更
し
た
と
農
林
水
産
大
臣
か
ら
通
知
が
あ
っ
た
こ
と
。 

２

　当
該
変
更
に
係
る
保
安
林
の
所
在
場
所
及
び
変
更
後
の
指
定
施
業
要
件
に
つ
い
て
は
、
保
安
林

の
指
定
施
業
要
件
を
変
更
す
る
件
（
令
和
五
年
農
林
水
産
省
告
示
第
二
百
六
十
一
号
）
に
よ
る
こ

と
。 

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　（
森
林
保
全
課
） 

　
　
　
　
　
　

　
　
　
　
　
　

福
島
県
告
示
第
二
百
九
十
二
号 

道
路
法
（
昭
和
二
十
七
年
法
律
第
百
八
十
号
）
第
十
八
条
第
一
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
県
道
に
つ
い

て
道
路
の
区
域
を
次
の
よ
う
に
変
更
す
る
。
そ
の
関
係
図
面
は
、
福
島
県
土
木
部
道
路
総
室
道
路
計
画

課
及
び
福
島
県
県
中
建
設
事
務
所
で
令
和
五
年
四
月
七
日
か
ら
二
週
間
一
般
の
縦
覧
に
供
す
る
。 

令
和
五
年
四
月
七
日 

福
島
県
知
事

　内

　堀

　雅

　雄 

 
 

変 

更 

前 

敷
地
の
幅
員 

延

　
　
　
　長 

路 

線 

名

区

　
　
　
　間

変 

更 

後 
 

 

の

　
　別

（
メ
ー
ト
ル
）

（
メ
ー
ト
ル
）

県
道
い
わ

石
川
郡
古
殿
町
大
字
松
川

変
更
前

　

 

　
　一
一
・
五
～ 

一
、
四
六
〇
・
〇 

き
石
川
線

字
前
木
一
二
八
番
四
地
先

　
　
　五
八
・
二

か
ら

　
　
　
　
　
　
　
　

 

同

　郡
同

　町
大
字
松
川

変
更
後

　

 

　
　一
一
・
五
～ 

一
、
四
六
〇
・
〇 

字
前
木
二
二
二
番
六
地
先

　
　
　三
二
・
四

ま
で

　
　
　
　
　
　
　
　

（
道
路
計
画
課
） 

　
　
　
　
　
　

　
　
　
　
　
　

福
島
県
告
示
第
二
百
九
十
三
号 

　道
路
法
（
昭
和
二
十
七
年
法
律
第
百
八
十
号
）
第
十
八
条
第
二
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
次
の
道
路
の

供
用
を
開
始
す
る
。
そ
の
関
係
図
面
は
、
福
島
県
土
木
部
道
路
総
室
道
路
計
画
課
及
び
福
島
県
県
中
建

設
事
務
所
で
令
和
五
年
四
月
七
日
か
ら
二
週
間
一
般
の
縦
覧
に
供
す
る
。 
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　令
和
五
年
四
月
七
日 

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　福
島
県
知
事

　内

　堀

　雅

　雄 

路

　
　
　線

　
　
　名

供

用

開

始

の

区

間

供

用
開

始
の

期

日

県
道
い
わ
き
石
川
線

　
石
川
郡
古
殿
町
大
字
松
川
字
前
木
一
二

令
和
五
年
四
月
七
日

　
　

八
番
四
地
先
か
ら

　
　
　
　
　
　
　
　

 

同

　郡
同

　町
大
字
松
川
字
前
木
二
二

二
番
六
地
先
ま
で

　
　
　
　
　
　
　
　

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　（
道
路
計
画
課
） 

 

　
　
　
　
　
　
　
　

 
公

　
　告 

　
　
　
　
　
　
　
　

 
                         

                                       

公 告 第 ６ ９ 号  
  Ｗ Ｔ Ｏ に 基 づ く 政 府 調 達 に 関 す る 協 定 の 適 用 を 受 け る 物 品 等 の 購 入 に つ い て 、 次 の と  
お り 落 札 者 を 決 定 し た の で 、 地 方 公 共 団 体 の 物 品 等 又 は 特 定 役 務 の 調 達 手 続 の 特 例 を 定  
め る 政 令 （ 平 成 ７ 年 政 令 第 3 7 2 号 。 以 下 「 特 例 政 令 」 と い う 。 ） 第 1 2 条 及 び 福 島 県 財 務 規  
則 （ 昭 和 39 年 福 島 県 規 則 第 17 号 ） 第 274 条 の 11 第 １ 項 の 規 定 に よ り 公 告 す る 。  
    令 和 ５ 年 ４ 月 ７ 日  
                                                  福 島 県 知 事   内   堀   雅   雄  
１   落 札 に 係 る 物 品 等 の 名 称 及 び 数 量  

福 島 県 全 戸 配 布 広 報 誌   予 定 数 量   4 , 1 1 6 , 0 0 0 部  
２   契 約 に 関 す る 事 務 を 担 当 す る 課 の 名 称 及 び 所 在 地  

福 島 県 出 納 局 入 札 用 度 課   福 島 県 福 島 市 杉 妻 町 ２ 番 16 号  
３   落 札 者 を 決 定 し た 日  

令 和 ５ 年 ３ 月 23 日  
４   落 札 者 の 氏 名 及 び 住 所  

株 式 会 社 阿 部 紙 工   福 島 県 福 島 市 庄 野 字 柿 場 １ 番 地 の 11  
５   落 札 金 額  

１ 部 あ た り 9 . 4 5 円 （ 消 費 税 及 び 地 方 消 費 税 に 相 当 す る 額 を 除 く 。 ）  
６   契 約 の 相 手 方 を 決 定 し た 手 続  

一 般 競 争 入 札  
７   特 例 政 令 第 ６ 条 の 公 告 を 行 っ た 日  

令 和 ５ 年 ２ 月 ７ 日  
                                                                （ 入 札 用 度 課 ）  

再生紙を使用しています。 【定価　１箇月 3,560円】 発行者　福　　　　島　　　　県
印刷所　株式会社　第　一　印　刷
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